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衆
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に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「日
本
経
済
の
進
路
と
戦
略
」

（平
成
十
九
年

一
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
の
参
考
試
算

（以
下

「今
回
参
考
試
算
」
と

い
う
。

）
は
、

具
体
的
な
政
策
の
方
針
と
し
て
示
さ
れ
、

か
つ
試
算
に
反
映
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
盛
り
込
む

と
い
う
考
え
の
下
、

作
成
さ
れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、

内
閣
府

「経
済
財
政
モ
デ
ル

（第
二
次
改
定
版
）
」
を
用
い
、

新

規
国
債
発
行
額
を
前
年
度
当
初
予
算
よ
り
四
兆
五
千
億
円
減
額
し
た
平
成
十
九
年
度
政
府
予
算
案
、

「
日
本
経
済
の
進
路
と

戦
略
」
に
沿

っ
た
成
長
力
強
化
の
た
め
の
政
策
及
び

「経
済
財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
二
〇
〇
六
」

（平

成
十
八
年
七
月
七
日
閣
議
決
定
）
に
沿

っ
た
歳
出
改
革
を
前
提
と
し
た
場
合
に
期
待
さ
れ
る
経
済
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、

こ
れ
は
安
倍
内
閣
の
施
政
方
針
演
説
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

「構
造
改
革
と
経
済
財
政
の
中
期
展
望
十
二
〇
〇
五
年
度
改
定
」

（平
成
十
八
年

一
月
二
十
日
閣
議
決
定
）
の
参
考
試
算

の
作
成
に
当
た

つ
て
用
い
た

「経
済
財
政
モ
デ
ル

（第
二
次
版
）
」

（平
成
十
八
年
三
月
内
閣
府
公
表
）
に
お
い
て
は
、

個

人
所
得
税
に
つ
き
国
内
総
生
産
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
を
継
続
的
に
増
税
す
る
政
策
及
び
公
共
投
資
に
つ
き
国
内
総
生
産
の



一
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
を
継
続
的
に
削
減
す
る
政
策
に
つ
い
て
の
乗
数
表
を
掲
載
し
て
い
る
。

個
人
所
得
税
を
継
続
的
に
減
税

し
、

又
は
公
共
投
資
を
継
続
的
に
増
額
す
る
よ
う
な
景
気
刺
激
策
を
行

っ
た
場
合
に
つ
い
て
、　

一
定
の
仮
定
の
下
、

こ
れ
ら

の
乗
数
表
を
用
い
て
計
算
す
る
と
、

御
指
摘
の
よ
う
に
、

公
債
等
残
高
の
国
内
総
生
産
比
率
は
、

当
初
の

一
年
目
及
び
二
年

目
は
低
下
す
る
が
、

三
年
目
以
降
上
昇
す
る
と
考
え
ら
れ
、

中
期
的
に
み
て
財
政
健
全
化
に
寄
与
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

「経
済
財
政
モ
デ
ル

（第
二
次
版
）
」
に
お
い
て
は
、

公
共
投
資
や
短
期
金
利
等
の
変
動
が
経
済
財
政
に
与
え
る
影
響
に

つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
試
算
結
果
を
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

今
回
参
考
試
算
に
お
け
る
公
債
等
残
高
は
普
通
国
債
残
高
、

平
成
十
九
年
二
月
六
日
に
国
会
に
提
出
さ
れ
た
地
方
交
付
税

法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
お
い
て
同
年
四
月

一
日
に

一
般
会
計
に
帰
属
さ
せ
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
国
負
担
分

借
入
金
を
含
む
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
借
入
金
残
高
及
び
地
方
債
残
高
の
合
計
で
あ
り
、

満
期

一
年
以
下
の

短
期
国
債
は
普
通
国
債
残
高
の
内
数
と
し
て
計
上
し
て
い
る
。

交
付
国
債
は
公
債
等
残
高
に
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、

交
付
国



債
の
平
成
十
九
年
度
末
残
高
の
見
込
み
は
七
千
億
円
程
度
で
あ
り
、

公
債
等
残
高
の
同
年
度
末
残
高
の
見
込
み
で
あ
る
七
百

三
十
六
兆
四
千
億
円
程
度
と
比
べ
れ
ば
、

千
分
の

一
程
度
の
金
額
で
あ
る
た
め
、

交
付
国
債
を
公
債
等
残
高
に
含
め
る
か
否

か
は
試
算
結
果
に
大
き
な
影
響
を
与
え
な
い
も
の
と
考
え
る
。

ま
た
、

経
済
協
力
開
発
機
構
の
経
済
見
通
し
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
債
務
残
高
は
、　

一
般
政
府
を
対
象
と
す
る
も
の

で
、

社
会
保
障
基
金
も
含
む
概
念
で
あ
り
、

平
成
二
十
三
年
度
に
は
確
実
に
黒
字
化
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
国

・
地

方
の
基
礎
的
財
政
収
支
と
国

・
地
方
の
債
務
残
高
と
の
関
係
を
示
す
と
い
う
観
点
か
ら
は
、

経
済
協
力
開
発
機
構
の
経
済
見

通
し
で
用
い
ら
れ
て
い
る
債
務
残
高
の
採
用
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。

五
に
つ
い
て

今
回
参
考
試
算
に
お
い
て
は
、
日
本
銀
行
納
付
金
を
含
む
国
の

一
般
会
計
の
そ
の
他
収
入
は
、

基
本
的
に
名
目
国
内
総
生

産
成
長
率
で
変
動
す
る
よ
う
算
出
し
て
お
り
、
日
本
銀
行
が
保
有
す
る
国
債
に
係
る
利
払
費
の
増
加
が
日
本
銀
行
納
付
金
を

通
じ
て
国
庫
に
還
流
す
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ
た
試
算
と
な

っ
て
い
る
た
め
、

御
指
摘
の
修
正
は
必
要
な
い
も
の
と
考
え
る
。

六
に
つ
い
て

内
閣
府
の
経
済
財
政
モ
デ
ル
等
の
計
量
経
済
モ
デ
ル
の
作
成
及
び
改
定
や
こ
れ
を
用
い
た
試
算
に
当
た
つ
て
は
、

随
時
、



専
門
家
の
意
見
を
聴
取
し
、

こ
れ
を
反
映
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
ル
ー
ル
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
日
本
銀
行
が
行
う
通
貨
及
び
金
融
の
調
節
に
つ
い
て
は
、

日
本
銀
行
法

（平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
条
第

一
項
に
お
い
て
、
自
主
性
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
が

規
定
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、

同
法
第
四
条
に
お
い
て
、

「日
本
銀
行
は
、

そ
の
行
う
通
貨
及
び
金
融
の
調
節
が
経
済
政
策

の

一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

そ
れ
が
政
府
の
経
済
政
策
の
基
本
方
針
と
整
合
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、

常

に
政
府
と
連
絡
を
密
に
し
、

十
分
な
意
思
疎
通
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。


